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(一)公 教育 の危機 と教育権

(1)公 教育

公教育 とは、簡潔に言 って、「公 の性質」 をもつ教育、すなわち、 みんなの教育で ある。

この要因 として、少な くとも次 の三点が あげ られ る。1.そ の教育 の組織編成の主体 を含む

あ り方 ・過程が公の性質 を有 する。つ きつめて言 えば、人 間の在 り方の普遍性 に沿 ってい

るとい うことであ り、国際人権規約な どが その一応 の基準である。同時に、現代では、基

本的 に当該社会の主権者人民の承認 を得 ている ことが要件であろう。2.教 育の 目的 ・内容

が公の性質 を有する。例 えば、 日本では、具体的 には、教育基本法 を基準 とす ることがで

きよう。3.そ の教育 を受 ける機会がみんなに開 かれている。 この ことを日本国憲法第26条

は等 しく教育 を受 ける権利 として保障 している。

(2)公 教育学校

教育 その もの は、家庭 、近隣 ・地域社会、企業等々、 あらゆる機会 ・場所 において行 な

われ得 る。学校 は、教育 ・学習 を行 なうことを専門 としてお り、 その特別の教育力 を担 う

もの として次の要件 を備 えてい る。1.系 統的な教育計画 ・教育課程、2.教 える者 と学ぶ者

を中心 とす る人々の継続的な組織、3.そ の教育 のための物的 ・場所的な条件。公教育学校

とは、 これ らの要件 を も含めて、その教育が公の性質 をもつ ように、民主主義的な法の保

護、助成、規制等の関与 を受 けるものである。

(3)教 育権

教育権 とは、個人、集団 ・組織体等の諸主体 の教育 に関す る権利、権限、権能 を言 う。

その基底 には、教育 か くあるべ し、教育 に関 して人 はか く行動すべ しという一定の基準、

すなわち教育規範が存在 している。教育権 の根本 問題 は、 どの ような人格 ・能力 ・資質 を

育成 し、 どのような知識 ・技能等 を伝承 ・発展するか とい う目的 としての人間的価値 とそ

の実現に至 る手段方法的価値 とを含めた、教育的価値 に基づ く規範の問題である。

人々は、労働者、農民、経営者、技術者、科学者、消費者、作家、歌手、観客、読者、

納税者、選挙人、立候補者等々 としての その経済的、文化的、政治的な生活の中で、生活
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者、生産者、文化の創造者、主権者等々 としての人間がそれにふ さわ しい知識 や技能、習

熟、体力、情操、徳性、人格 の諸特質 を身に備 えるべ きことを感 じとり、意識 し、それ ら

を教育 を通 じて子 どもた ち、後輩、仲間や また 自分 自身の うちに形成 したい と願 う。 これ

はそれ 自体、社会の経済的、文化的、政治的機能 を発展 させ る要因である とともに、教育

的価値 の根源的 な創造力である。 また、教育は、本質的 に、教育 をする者 と教育 を受 ける

者相互の敬愛 と協力 によって成立 する。 この相互の敬愛 と協力の関係 は、強者の慈悲や思

いや りや寛容の精神 を主 とす ることによってではな く、関係者の民主的な権利の保障の上

にこそ形成 され るべ きもので ある。

人民の主権 によって、一部の人々の教育 に対す る特権 的な支配 を排 して、人々が もって

い る教育 的価値 の創造 ・実現の力 を法 に基づ く自由、すなわち権利 としてその可能性 を保

障 する ことこそ、民主主義的な教育権確立の運動の課題 であ る。

世界史的には、芸術 ・科学等の教授の 自由、学校設置 の自由、学校選択 の自由、中等教

育 ・高等教育 を無償 で受 けること等が人権 として確立 されて きつつある。現代 では、教育

は巨大な制度 をな している。教育権 は、教育実践のみな らず学校の運営、 さらには教育制

度 の組織運営にわた って争われ る。

(4)公 教育の危機

今 日のわが国における公教育の危機は、受験地獄 ・偏差値主義、管理主義的教育、体罰、

い じめ、高校 中退 、登校拒否 などとして現象 してい る。 その基盤 には、独占的大資本 とそ

の国家がすすめて きてい る弱肉強食の生存競争 の組織化、そのための社会制度 の再編、「行

政改革」な どが ある。臨教審 を拠 り所 とした 「教育改革」なるものは、教育 を荒廃 させて

きた真 の原因をなす これ らの路線の一環 をなす ものであって、戦後の憲法 ・教育基本法 に

基づ く教育制度 を解体す ることによって結果的 には一層の教育荒廃 を もた らす性質の もの

である。危機 に立 たされているのは、真理 と民主主義 と平和 と労働 と健康 を価値 として各

人の 自主性 と相互 の信頼 によってすべての個人 とその人格 ・能力の全面的な発達 を図ろう

とい う教育 である。

(5)教 育改革 と教育権

今 日の 日本の公教育の危機 は、教育権の問題 としては、次の点にある。①教育が本質的

に関係者の 自主性 ・自律性 によって成立す るものであるにもかかわ らず、学校 の自治が基

本的に認め られていない こと。②教育 を受ける児童 ・生徒やその親の学校運営への権利あ

る参加の制度が成立 していない こと。③教育委員会法の地方教育行政の組織及 び運営 に関

す る法律 への改悪以来、基本 的に、地方教育行政への住民参加の制度が失われていること。

④戦後 一定程度形成 されて きた教職員の教育権限、学校運営にかかわ る権限 さえ任命制主
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任制度、初任者研修制度、教育職員免許法の 「改正」等 をて ことして分断 ・無力化 しつつ、

⑤ 国家 ・行政権力主導の もとに、「教育改革」の名 によって、憲法 ・教育基本法制度 を根底

か ら覆 し、「新 自由主義」政策 に照応す るい っそう選別・競争 主義的、国家主義的な教育 と

教育制度の再編成 とがすすめ られよう としてい ること。

このような公教育 の危機 を克服 し真 に人民の ものた り得 る教育改革 をすすめるためには、

① 憲法 ・教育基本法 の精神 に沿 った民主主義教育 とその制度 を守 り発展 させ るような国 ・

地方 レベルでの民主主義的な政治の力 を発展 させる こと、② 一般国民 ・住民の教育要求実

現の運動 を発展 させ ること、③教職員組合 を中心 とした教職 員の運動 によ り教職員 の民主

主義的な教育 の自由 と権利 ・権限 を守 り発展 させ ること、④様 々な教育実践 サー クル、教

育研究 団体、研究者の教育研究等 を通 じて民主主義教育 の教育実践の交流 ・研究の運動 を

すすめる ことな どが必要であ る。 そして、 これ らはそれ 自体、教育権 の観点か らすれば、

人民主権(国 民主権)・ 住民 の 自治権、一般人民 ・住民の教育権、教職 員の教育権、父母の

教育権 等を実質的 に獲得 ・発展 させ ることで もある。⑤ そして、 これ らと重な りあって、

とりわ け、公教育の基本的な単位 としての個 々の学校 において学校の民主化 を推進 し学校

ぐるみで 日常の学校教育 を通 して民主主義の教育 を推進す るような態勢 と仕組 みをつ くっ

てゆ くことが、い ま、最 も基本的 に必要な ことと考え られ る。 そこで、次 に、 とりわけて、

学校 における教育権 の問題 について述べる。

(二)学 校 の 自治 と生徒 ・父母 、教職 員、 一・般 住民 ・国民 の教 育権

(1)現 行制度 と行政解釈の問題点

わが国の制度 において は学校 は法的人格 を認め られていない。 しか も、国家行政 当局者

の見解 においては、学校 は学校設置者の機関 として位置づ けられ、学校の構成要素 に児童 ・

生徒 ・学生は含 められず、入学 は設置者 と生徒等 との学校の利用関係の設定であ り、在学

関係の法的性格 は国公立学校 の場合 は営造物の利用関係、私立学校 の場合 は民法上の契約

関係である とされている。 このような位置づ けによって、実質的 には、学校の設置者(国 、

地方公共団体、学校法人)の 学校管理機関にす ぎない文部大臣、教育委員会 もし くは地 方

公共団体の長、理事 が他の関係者の権利 ・権限 を損ないつつ学校 を支配す る傾向が大 き く

生 じている。 ここに欠落 しているのは学校 の中心的な存在である児童 ・生徒 ・学生及び教

職員の主体性 の法的な保障、 とりわけ前者 のそれである。

(2)学 校 にお ける教育権 と学校 の自治

学校 にお ける教育権、学校 の自治に関 しては次のように考 えられ る。

人々は教育に対す る主権者人民、 自治権者住民 という共通の立場 にある とともに公教育
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学校の教育 に対 しては次の ように区別 される立場 に立 っている。

①教育 を受ける者=幼 児 ・児童 ・生徒 ・学生、②教育 をする者=教 職員、③学校 の設置

者 の実体 を成 す一般人民、住民、学校設置有志者。

教育 の自主性 ・自律性の保障 とい う観点か らは、 これ らの立場 に固有の質を認め、 この

各集団にお ける民主主義 と集団相互の交渉 と合意 によって学校 を運営することが必要であ

る。

第一に、お よそ、生徒等教育 を受 ける者の存在 を抜 きにした学校の存在は考 えられず、

教育学 的には生徒が学校の構成員であることは言 うまで もない。学校 においては、教育 を

受 けて学習 ・成長 ・発達する当の子 ども ・青年の意思が実際上、 したがって また、 当然、

法的に も尊重 されなければな らない ことは言 うまで もない。学校の運営、 さらには、教育

制度の運営 に生徒・父母 ・学生の民主主義的な権利 としての参加の制度 を設けることは 「平

和的な国家及 び社会 の形成者」(教 基法1条)と しての国民を育成す るとい う教育基本法 の

精神 に沿 った ものである とともに、近年 の ヨーロ ッパ諸国の動向に もみ られるように、人

類的な普遍性 のあることである。 それは また、戦後教育制度 における民主主義 を補充発展

させ るものである。

第二 に、学校教育 に対 して一般人 は、国、地方公共団体 の構成員 として、 あるいは学校

法人設立 に関与す る有志 として国、地方公共団体、学校法人の学校の設置 目的 ・目標 ・基

本方針 の形成、物的経済的条件の整備 を中心 とした教育意思の決定に参加 してその教育権

を行使す る機会 をもつべ きである。 ところが、現実にはこれ らの者の教育意思 は、固有の

もの として表明 される機会 はほとんどない ままに教育行政機関 を通 じて特権的な少数者の

主導する ところが大勢 となっている。 その特徴的な例が地方公共団体 の長が当該 団体の議

会の同意 を得 て教育委員 を任命 し、 また、文部大臣あるいは都道府県の教育委員会 とい う

「上級」教育行政機関の承認 を得 て教育委員会が教育長の任命 すること等 となってい る現

行地方教育行政の組織及び運営 に関す る法律 に よる現行地方教育行政 の制度 と実態である。

中野区の教育委員 「準公選」 を一つの参考例 として、現在 の状況 に応 じたなんらかの教育

委員会委員の公選 を実現する道 を追求する ことは、教育基本法第10条 第1項 の 「教育は国

民全体 に対 し直接 に責任 を負 って行われるべ きである」 との規定 により教育委員会法(旧

法)に おいて実現 されたが地教行法 により損われた戦後民主主義教育改革 を正 当に継承 す

る ことである。

第三 に、戦後、憲法 ・教育基本法制度 の もとで一定程度形成 されて きた学校 における教

職員の職務上 の 自由 ・権限 も既述 のように脅か されている。文部省 とこれに追随的 な教育

委員会 は職員会議は校長の諮問機関 にす ぎない として、教職員 による民主主義的な学校運

営 を無力化 しようとしている。 このような行政権力による影響 と 「行革」「税制改革」等 に

よる弱肉強食 の風潮 の強 ま りの中で、学校 において も体罰や管理主義教育が進行 し、い じ
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め ・登校拒否 ・中途退学等に学校 として適切 に対処で きない事態 も相 当生 じてい る。行政

権力の主導 によ り教職員 にまで少 なか らず浸透 した管理主義の圧力 をはねのけて学校 にお

ける教職員の 自由 と権利 ・権 限を守 り発展 させ るためには、子 ども ・青年、その父母 と連

帯 して子 ども ・青年の自主的 自発的意思 を尊重 し学校は どのようにすれ ばその学習 ・発達

に寄与 し得 るかを中心に教育実践 ・教育運動 をすすめな けれ ばな らない。そ して、 その連

帯が生徒 ・父母、住民 ・国民の教育要求 を教職員集団の都合 に応 じて誘導する ことに終 わ

らないためには権利の裏付 けのある生徒 ・父母集団、住民 ・国民集団 と教職員集団 との連

帯 こそ必要 なのである。権利 ある生徒 ・父母集団及 び住民 ・国民集団等 との連帯によって

教職員集団は、単 に行政権力の不 当な支配 に対抗するだ けでな く、学校内部にお ける体罰

主義的管理主義的な教育 を有効 に批判克服 してゆ く力 を増大するであ ろう。 この ことは、

教育基本法第10条 第1項 に定め られた教育 の 「国民全体 に対する直接 の責任」 をはたすた

めのいま一 つ重要 な方途 で もある。

以上 とともに、教育の 自主性 ・自律性 を保障す るため には、生徒 ・父母集団、教職員集

団、専門家集団等の民主主義的な代表参加の もとに主権者 国民 ・自治権者住民の制定す る

法の もとで学校の 自治が保障 されなければな らない。 そのためには、イギ リス等 にみ られ

るような学校 に一定の財政権的な裏付 けを伴 った法人格 を認 める ことを含 めた立法が望 ま

れ る。

生徒 ・父母、教職員、住民等の民主主義的な参加 と自治の認め られた学校運営の制度の

もとで、校長 は、単 に教育委員会等の学校 管理機関の下働 きであることを越 えて学校運営

の真の専門家 としての力量 を求め られ発揮 し得 ることとなろ う。

(三)親 の教育権

(1)子 の教育 に関する親の特別な権利 ・権限

言うまで もな く、子 どもの教育 は、社会の様々な人々 によって行われる。

この点について、児童福祉法 は、「すべて国民は、児童が健やかに生 まれ、且 つ、育成 さ

れるようにつ とめなければな らない。」(第1条 第1項)、 「国及び地方公共団体 は、児童の

保護者 とともに、児童 を心身 ともに健 やか に育成する責任 を負 う。」(第2条)と 定 めてい

る。た とえば、学校や地域 において、子 どもを教育す る者 として、親 は、学校教師や その

他 の人々 と共通 の立場に立 ち、PTAや 地域教育懇談会、教育研究 団体等 を通 じて交流 し、

協力 して子 どもの教育にあた りうる。

しか し、現代社会の一定の家族制度 ・経済制度 を前提 としての肉親 の自然の感情や家庭

における日常生活の共同 ・消費経済 の共同 に基づいて、親 はその子の育成 に関 して他の一

般 の人 々には期待 し得 ない特別の役割 を果 た している。それ故 に、子 の親 には、人一般 が
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子 どもを含 む人一般 を教育する自由を越 たた尺 特別の権利が認め られている。

この親 の教育権 は、①親が家庭 その他 の場 において子 に対 して私教育 を行 なう権利 と、

②公教育 を受 ける権利を もっている子の親権者=法 定代理人 として公教育 にかかわる権限

との、二 つの内容か ら考 えることができる。

(2)親 が子 を教育 する権利

日本 では、民法が、「親権 を行 う者 は、子の監護及 び教育 をする権利 を有 し、義務 を負 う」

(820条)と 定めている。実際 において も、家庭 にお ける教育、子 どもを塾や稽古 ごとに通

わせ ること(通 わせない こと)、 子供会や その他任意のサークル・スポーツ組織等に参加 さ

せる こと等 は専 ら親の責任 に任せ られている。 この親 の権利 も無制約 ではな く、子 どもの

健全 な成長 ・発達 を保護す る観点か ら児童福祉法や労働基準法等 の制約 を受 けている。

(3)子 どもの教育 を受 ける権利 を補充 する親の権限

同時 に、現代社会の教育 として必要 な内容 は広汎かつ専門にわたってお り、専 ら親の能

力 と責任 に発す る教育 だけでは充分でな く、 当該社会 で生 きてゆ くのに人 として共通に必

要な内容 を基礎 とした一定の教育 を社会全体の力ですべての人 に等 しく権利 として保障す

ることが必要である。これに関 して、日本国憲法 は、「すべて国民は、法律の定 める ところ

に より、その能力 に応 じて、ひ とし く教育 を受 ける権利 を有 する。/す べて国民は、法律

の定 めるところによ り、 その保護する子女 に普通教育 を受 けさせる義務 を負ふ。義務教育

は、 これ を無償 とす る。」(第26条)と 定めてい る。 とりわ け、義務教育の制度 は、親の子

に対す る教育の 自由を制限 しているが、 この義務教育 の制度 には、子 どもの教育 を受 ける

権利 を社会全体 の力 によって保護 する とい う要因が あ り、それ には親の恣意からの保護 も

含 まれている。 また、公教育 は、個 々の私人やその集団には期待 し難い、主権の下 に統合

された人民集団のつ くり出す、 当該社会 に普遍的な人 間性の育成や 当該社会が達成 した最

も優れた人 間性 の育成力を担 う。公教育では、親 は、学校教師 を含む他人 に優 先 して自分

の子 どもを教育 する権利 を有するのではな く、教育 を受 ける権利 を もっている自分の子 ど

もの権利行使の未熟 さを他人に優先 して補充す る権限を もっている と考 えるべ きである。

民法で、「未成年者 ガ法律行為 ヲ為 スニハ其法定代理人ノ同意 ヲ得 ルコ トヲ要ス但単二権利

ヲ得義務 ヲ免 レルヘ キ行為ハ此 ノ限 リニア ラス/前 項 ノ規定二反スル行為ハ之 ヲ取消ス コ

トヲ得」(第4条)、 「成年 に達 しない子は、父母の親権 に服す る。」(第818条 第1項)と 定

められてい るの は、 この意味 に解すべ きである(離 婚 の場合:第819条 、後見人:第857条

等)。

公教育 における親 の教育権 は、教育 を受 ける権利 を有 する子 どもの法律行為 を代理す る

権限であ り、 この権利の本源的な主体 は教育 を受ける国民 としての子である。
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未成年者の法定代理人 は、親権者 または後見人 であ り、 その権限には、a.同 意権、b.

代理権、c.取 消権がある。「法定代理人の同意 を得れば、意思能力ある未成年者は、完全

に有効 な法律行為 を為す ことが出来 る。」「法定代理人 は、未成年者を代理 して財産上の法

律行為 をな しうる。(民824条 ・859条)… 意思能力 のない未成年者の財産保護 の目的は、

この代理権 によって全 うされ る。」「法定代理人 は、未成年者が同意を得ないでな した法律

行為 を取 り消す ことがで きる。未成年者 自身が取消 しをな しうることはいうまで もない(民

120条)。 取消 しは、相手方 に対 する意思表示で これをなしうる(民123条)。 」「未成年者の

法律行為 に、法定代理人 の同意を必要 としているのは、未成年者 の利益 を特に保護するた

めで あるか ら、未成年者 に対 する行為能力の制限 も、 その目的に必要かつ十分 な限度 に限

られ るべ きである。 したが って、不利益 を生ず るおそれのないばあいやその制限がかえっ

て未成年者 にとって不利益であるばあいには、未成年者で も意思能力 を有するか ぎり、完

全 に有効な法律行為 をな しうるもの といわなければな らない。」(相 原東孝 ・青林書院新社

『体系 ・民法事典』1982年 第3版 ・30～32頁)。

なお、教育 を受ける立場 の国民 の権利 については、 これ を単 に既成の教育 を受 けるもの

と消極的に考 えるべ きではな く、受 ける教育の内容 ・方法 について発言 ・要求する権利、

学校 を選択 する権利、学校運営への参加の権利、教育政策策定 ・教育立法への参加 ・教育

制度の運営等 を含 む広義 の教育 の活動に参加 する権利等が、他人の権利 ・自由を侵害 しな

い範囲で、最大 限に認 め られ るもの と解すべ きであ り(憲法第13条) 、親は、かかる権利 を

も?も の としての子の権利行使 を補充 するのである。

前述 の民法820条 に基づ く親権者の監護 ・教育権 は、親権者の子 に対 する居所指定権 ・懲

戒権 ・財産管理権 ・親権代行権な どと並立 するもの と解 するよりは総括す るもの と解すべ

きだ との見解(泉 久雄 ・前掲民法事典 ・719頁)も あるが、子 を教育する立場の親の権利 と

教育 を受 ける子の権利 を補充 ・代理す る親の権 限 とを区別 してお くことは教育法原理上重

要な意味 をもつ と考 え られる。

(四)教 育改革 と親の教育権

(1)公 教育 に対 して親が教育 をする権利 の保 全 ・発現

公教育の危機 を克服 し真の教育改革 をすすめてゆ くに際 しての親の教育権 のあ り方に関

して も大 き く二つの方途が考 えられる。

一つは
、 わが国の国家 ・公共団体 ・学校 に専 ら全面依存 しがちであ った教育傾 向を正 し

て、親が正 当に教育 をする主体 としてその権利 を行使 することである。

児童 ・生徒の放課後 ・休み中の服装 ・買物規制、旅行許可等の生活指導や、学校 におい

てではあって も本来学校が法規管理的には規制 すべ きではない児童 ・生徒 の私的自由 に任
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せ られ るべ き服装 ・髪型、態度 ・心構 え等の問題 にわが国の学校 は立 ち入 りす ぎてお り、

また、父母 のほうにもみずか らの努力 を怠 って過度に学校 に期待 ・依存す る傾向がみられ

る。 これ を正 して、信仰や政治信条の教育 は言 うまで もな く、人間 としての生 き方や基本

的道徳、 日常の基本的生活習慣の育成 など、父母 みずか らがやるべ きことはや り、学校 の

過度の干渉 は排するべ きである。 この ことは、学校が本来為すべ き教育 にその力 を集 中す

る事 をも可能 にする。

また、共同保育所 や共同学童保育所、共同学習塾等 にみ られるように、既成の公教育の

制度的不備 ・内容的不十分を補 うような、あるいは、公教育の既成 の水準 を超 えるような

教育施設 を父母有志がみずか ら共 同で運営管理 することは、私立学校設置の権利の基礎 を

成す もので あ り、親の当然の権利 であるとともに、公教育 を改善 ・発展 させる契機 ともな

るものである。

(2)公 教育 にお ける親の教育権

い ま一つは、前述の、公教育 において子 どもの権利 を補充 ・代理す るものとして親の権

利 ・権限 を行使す ることである。

これは、 さらに二つ に分けて考 えられる。

その第一 は、 自分 の子の教育 について、教員 ・学校 と話 し合い要求 し説明 を受 ける権利、

子 の教育情報 を知 る権利、不 当処分に異議 申し立て をす る権利、損害賠償請求 ・不 当処分

取 り消 し等裁判 を請求 する権利等、子 どもの個人的権利行使 を補充 ・代理する ものである。

内申書裁判、丸刈 り裁判、 日曜授業参観裁判、バイク通学禁止裁判 などは、子 どもの教育

を受 ける権利ない しは一般的人権 と、教員 ・校長乃至学校の教育権 それぞれの限界 と内容

とが争われた例である。

その第二は、教育 を受 ける子 どもの集団 としての権利 を補充するため公教育 において親

集団 としての権限 を行使する ものである。

教育 を受 ける立場にある国民の権利 は既述の ように公教育のあ らゆる局面 に及ぶべ きで

あるのであるか ら、 それを補充 ・代理す る親の権限 も、国、地方 レベルでの教育審議会へ

の親 集団の代表参加、学校の運営への親集 団の参加 を含 め、当然、公教育のあ らゆる局面

に及ぶべ きものである。

(3)学 校運営への親(保 護者)集 団の権 限ある参加

この うち、特 に、学校運営への親集団の権限ある参加 は、今 日のわが国の学校教育の危

機克服 ・民主主義的改革のために最 も必要で あるにもかかわ らず制度上欠 けてお り、 した

がって獲得 ・確立 しなければな らない最 も基本 的かつ重要な教育権である と考 えられ る。

教育 における選別主義 ・管理主義 ・体罰 ・いじめ等の問題 に際 して子 どもの教育 を受 け
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る権利 ・子 どもの人権 を守 るのは、誰 よりも子 どもに最 も身近 にいる親でなければな らな

い 。

そ うい う親の個人的権利がある程度法的 に認 められているに もかかわ らず充分な力を も

たず、現実 に学校教育において上述の問題的現象が横行 してい るのは、子 どもとその親の

集団の教育 に関する正当な不満 ・要求が個々に分断 されてお り、体系的 ・組織的な選別主

義 ・管理主義 の教育 に対 して無力であるか らである。PTAに おいては、 ある意味で親 の学

校教育への参加 が認め られ ているが、学校運営 に関 して校長 ・教職員に対する法的 ・制度

的な権限は全 く欠落 している。

今、必要 なことは、個々の子 どもや親の不満や要求、知識や見解が交流 ・総合 され、そ

の過程 で個々人 の教育 に関する知識や見解 が高め られ、個別の要求、特殊 な要求 とともに

普遍性 のあるみんなの教育要求が明 らか にされ発展 させれ ることである。学校運営への親

集団の権限ある参加 は、制度的、法的 にその基礎 を与 える ものである。

学校運営への親の参加 を基礎 とする とき、地域 ・市町村、都道府 県、国のあらゆるレベ

ルにおける教育審議会への参加 を含 め、親集団の公教育制度 の組織運営への民主主義的代

表参加 も可能 となる。

児童 ・生徒 ・学生 あるいは親の学校運営 ・公教育制度の組織運営への参加 によって教育

を受 ける者の要求 ・意思が明 らかにされた ときに、 はじめて、 それに応 える教育が可能 に

なるわけで、教育 をする者 としての学校教師の力 も真 に発揮 し得る こととなる。 また、国

民全体 に対 し直接 に責任 を負 う教育のあ り方、 それ に反する もの としての教育 に対する不

当な支配が明確 になる。

学校運営、地 方、国の教育審議会へ親代表の権限ある参加 は、中等教育学校 の生徒代表

の参加 とともに、人類的な普遍性のある ことであって、イギ リス、西 ドイツ、 フランス、

イタ リア等ではおお よそ1970年 代以降、すでに制度 として成立 してお り、 ソビエ ト連邦で

も今次教育改革 の課題 として政府方針で確認 されているところである。

(五)親 の教育権確立のために

(1>PTA

現在のPTAで は、ある種 の親の学校への参加は現 にあるが、法的な権利 ・権限の裏付 け

は何 もない。大半のPTAで は、会計 ・集会 ・印刷 ・役員の人選が学校管理職優位の管理 の

下 におかれ てお り、 その ようなPTA自 体が親の学校運営への権利 ・権限確立のための原動

力 ある母体 とな り得 るか というと、疑問が大 きい。ただ、重要 なことは、PTAに は、名 目

上 は100パ ーセン トに近い、他 のいかなる組織 に もまして多数の親が組織 されていることで

ある。 この中で、 自主的 ・自律的な親 の教育意思 を交流 ・発展 させ ることは多かれ少 なか
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れ可能であ り、可能な限 りで、当然そ うすべ きである。

一定の範囲 を超 えて
、個別のPTAが 、現存学校管理法規にかかわらず学校運営への正当

な親の権利 ・権限 を事実 として認 める民主主義的 な組織た り得 るか否 かは、 そのPTAに お

いて学級 ・学年 ・地域 ・学校の各 レベルで、学校管理職 ・教員か ら自律 的な親 の組織 をPTA

の内部組織 として、例 えば 「父母部会」 としてつ くり得 るか否かにかかっている と思われ

る。

不幸 にして個別PTAに おいて現存のPTAが 全 く反民主主義的 とみられるような状態にあ

る場合、それで もそのPTAが すべての親 を組織 している形を とっている以上、これに対抗

す るような当該学校の親集団の別組織 をつ くることはきわめて困難で ある(こ こに、PTA

の、親の教育権抑圧機能がある。)。その場合 には、当該PTAの 反民主主義性 とそのPTAの

根本的な改革の必要性 または別の学校親集 団の必要性 を大半の親に納得 させ る強力な運動

を展開する必要がある。

(2)地 域教育懇談会

現在、教育改革が全国的な問題 となってお り。政府・財界主導の 「教育改革」への批判・

抵抗の組織 も含めて、全 国かな りの地域で、特 に大阪等 では比較的多 く、父母、教職員、

自治体職 員、各種 の専門家等 を含む地域の人々の教育 に関す る交流 ・研究 ・運動等の自主

的な組織 として教育懇談会 その他様 々な名称 の組織が あ り活動 している。

その場合、現実的 な利害や力量や運動の持続性の必要上、教職員組合やその支部、分会

ない しはその責任者 ・担当者の主導性の下 にこの種 の組織が活動 している場合が多い。 こ

の ことは、わが国の教育運動の現状 において総 じて肯定すべ きことと考 えられ るが、親 の

教育要求の実現 ・親 の教育権の形成 ・確立 とい う観点、長期的にみた国民の教育権全体 の

発展 という観点か らする とこの種 の組織 においても自主的・自律的な親の教育組織の生成・

確立 を目指す ことが重要 と思われ る。なぜな ら、教職員 は学校での 日常の業務 を基礎 とし

て職員会議や組合の会議 など多かれ少なかれ集団 としての教育意思 を形成 しているが、多

くの場合、親にはその機会が欠 けている。 しか し、真 の父母 と教職員の協力はどち らも集

団の意思 を形成 してその対等 な協力の上にな りたつもの とかんがえられるか らである。 し

たが って、例 えば、教育懇談会が親集団の もの として発足 している場合 などは、会の運営

を学校教員会員に主 として頼 るのではな く、運営計画の策定、会報 ・ニュースの発行等主

要事務 は非教員である親が主 として担 当する、費用調達 ・会場確保等 も教職員組織 に頼 る

ことは避 ける、仮 にあっても二分の一以下 を限度 とする、二 回に一回以上 は親だ けの会合

にするな ど親 自身の 自主的 自律的な教育観 ・要求 ・運動が発展す るよう留意することが重

要であろう。 また、教育懇談会が教職員組織の発意 ・主導の下 に発足 している場合 には、

教職員組織 としては、親代表 に も恒常的な事務局担 当事務 を割 り当てる、親 ・非教員部会

一66一

N工 工一ElectrOnlcLlbrarySe-vlce



OtemaeUn・ ▽erSlty

大手前女子学園(大 手前女短大研集)「研究集録」第8号(1988年)

をつ くるなど親 ・非教員集団の教育意思が 自律的な もの として発展するように留意す るこ

とが望 まれ る。

なお、念のため付言するが、公教育 に関する自律的な父母集団づ くりを目指す ことは、

父母が公教育 に関 して まず この ことだけを追求 すべ きこ とを意味 しない。真理 と平和 と民

主主義の教育が児童生徒学生 ・父母、学校教職員 を含 む関係者相互の敬愛 と協力 によって

行われ るようにしてゆ く全体 としての運動の中に父母の教育集団作 りを位置づけるべ きで

ある。「父母 の教育権」 を必要以上にふ りかざして学校教員の無用な反発・教員 との無用な

対立 を招 くことを避 けること、父母、教員 を問わない未分化 な教育運動 ・交流の中で実質

的 に父母 と教員の相互信頼 を広げ深 めてゆ くこと、状況 に応 じて学校教員や その集団援助

や協力を得て自律的父母の教育集 団づ くりを目指す こと等 にも充分留意すべ きであろう。

(3)地 域子 ども会育成会

現在、多 くの地域 では自治会 ・町内会 との関わ りで地域単位 に子 ども会が組織 されてお

り(1971年 『青少年白書』で約600万 人)、 それ を指導すべ く親が 「子 ども会育成会」等の

名称で組織 されてい る。

これは、運営 のあ り方 によっては校区の親の教育 に関する協 同の機会 として機能 し、学

校教育 について も部分的 な役割 を果た し得 る もの と思われる。 その場合、 これが学校 内の

組織でない ことが、既成の学校体制 か らの親の 自主 ・自律 を容易 にする とい う利点 もある。

(4)親 の 自主的な教育運動集団の恒常的 な交流 ・連絡 ・協 同研究

学校単位での親の教育要求 の実現 ・学校運営への親の教育権 の確立 のためには、学校単

位 の親集団の教育運動の発 展がなければな らないが、 そのためには無数の学校単位での親

の教育運動の経験 を交流 ・研究 ・集約 ・継承 ・発展 させ るための、学校 を超 えた地域的、

全国的な、親 を中心 とする自律的恒常的な組織がなければならない。

全P研 ない しはその関西支部が その ような組織の一つたる ことを期待す る。

付記 以上は、全国PTA問 題研究会関西支部(青 木一代表、山口明子事務局長)よ り要

請 され、下記の場 において報 告 した内容の原稿である。

全 国PTA問 題研 究会'88関 西集会(上 記支部主催1988年7月17日 於:大 阪市天満

橋 ・大阪府立労働セ ンター)第 四分科会 「親の公教育参加のみちす じをさぐる」
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